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例会講演
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福井いきいき会発展の４ステップ

 設立から２年間

 会の立ち上げ、最初の会則制定、運営員会の設置、サークル活動の開始

 次の３年間は、駅前に拠点のよろず茶屋をエコライフプラザビルの５階に開設

 サークル活動が１６まで拡大、例会の参加者８０名ほどに。

 拠点の会場が、使えなくなった時の拠点会場の探索と決定、

 福井いきいき会３年３か月の歩みの出版事業

 その後の２年間は、拠点の会場の移転とコロナパンデミックにより活動が制約

 福井いきいき会新聞の発行、およびホームページの開設、規約の改定

 感染対策に空気清浄機やブロアの設置、体温測定などの対策、

 コロナ明けからの４年間

 福井いきいき会新聞 ３年９か月総集編の発刊、ホームページによる情報発信

 文化祭の開催 １８０名が参加、２７のサークル活動、月間延べ参加者数８５０名に増大

 小林会長の就任、福井氏は、名誉会長に

 現在

 吉岡会長就任、小林氏は、相談役に
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福井いきいき会設立の理念

高齢者にいきいきと集う場とサービスを提供し、
一生勉強、一生感動，一生青春を合言葉に、活動
する。

会員は、講演会では耳を傾けて聴講し、サークル
活動では、自分に適したサークルに入って老後を
楽しみながら新しい友達も作り、健康な生活をお
くる。

お金のかからない会とすることを基本方針とし、
運営はすべて会員のボランティア活動で行う。参
加者からは入会金や特別な参加費を取らない。
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福井康人初代会長の回顧

とにかくみんなと仲良く、そういう気持ちで世話になった数人
の友達に呼びかけ、ボケ防止と社会勉強を兼ねて、座談会形式
の「福井いきいき会」を2013年1月に立ち上げることかできた。
場所はアオッサ七階の一室を無料で借り、月一回最終木曜日に
開催、会議記録も残しているが、正直言って最初は冷や汗の連
続であった。数回経過したころには、目的が定まらないと批判
の声も出てきたので、福井出身の寺岡先生や東京の田中先生に、
講演依頼も含めいろいろご指導をいただきやっと立ち上がった
次第である。

高齢者同士が楽しく面白い人生経験を語り合う素晴らしい会が
できればと思ったが、お陰さまで今や１５回を終了し、自発的
にみんなが参加してくれる会に成長した。
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ここからは、年とともに福井いきいき会が
発展してきた経緯をお話しします。
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まず福井いきいき会が誕生した最初の１年は、
どんな様子だったのかをお話しします。
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この時、現在の政治を取り巻く状況について、政治家の鈴木氏の講演を聞いている。
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２０１３年
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さて、2014年はどうなったか。
最初は第1回新年会の開催でした。11



12

当会の運営の基本と、
サークル活動の
開始については、
この時に決まりました。
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（第1回）
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19

長く続いたすばらしいサークルでしたが、
コロナパンデミックで終了となりました。



20

現在も続いている長寿サークルです。



21
これらも長寿サークルです。

今月は、１２９回目の開催でした。



２０１５年には、例会への参加者は、現在の２倍ほどでした。
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２０１５年には、新年会の模様が福井新聞に掲載されました。
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福井駅前に活動拠点を設けられたのは、当会前半の最大の出来事でした。



会場のカーテンの設営や、机など設備、備品一切の設置を
運営委員らが奮闘して行いました。25



26

オーディオの装置は、会員（青木さん）の寄贈によるものです。
現在も使っています。



旅行会は、年に２回も挙行されました。27

友達作りにも、大きな効果がありました。



60歳からの主張に、川柳とエッセイを応募

田中一昭先生が審査員で、
応募を勧められました。

28

三人の川柳が、書籍還暦川柳に掲載されました。
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30

このサークルは、参加者も増えて友達作りの大きな効果を発揮していました。
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このサークルは、現在のネット世界旅行のサークルとして引き継がれています。
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このサークルは、７年ほど続きました。
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34

すばらしい字を書かれる村上先生が教えてくださいました。
後年健康を害されて終了となりました。



35

よろず茶屋の隣の部屋を使って、諏訪先生にダンスのステップを教わりました。明日
パーティも開きました。新年会でもダンスを踊りました。先生がご逝去の後、アオッサ
で自主練習をしていましたが、コロナのため、終了になりました。



36

当会設立後、３年の活動記録をまとめた記念誌を作成することになりました。
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記念誌と記念品は、参加者に無料で差し上げます。

入場券（１，０００円）は、パーティーの代金です。

計画していた会員の作品の展示会と、
サークル活動のパネル展示は、
都合により行わないことにしました。

準備をしておられた方には、お詫びを申し上げます。
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40

やろっさ福井に、当会の活動が詳しく紹介されています。

https://youtu.be/pSIYpx7afWw



２０１６年後半

６月 小浜方面への旅行会

竹人形文楽を鑑賞

９月 歴史バス旅行

１０月 記念誌出版記念パーティ開催
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竹
人
形
文
楽
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２０１７年

会則改定、

サークル活動を明記、役員人事改定

ボーリングサークル開始

川柳同好会は、川柳作品を、カードにする試み開始

ホームページを強化

例会講演に関するアンケート調査実行

NHKラジオ放送に、会員の川柳多数応募

６０歳からの主張に、川柳や主張を多数応募
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川柳同好会の優秀句に絵を
付けてみました。
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福井いきいき会会則 （改訂）

第１条 （名称）

本会は「福井いきいき会」と称する。

第２条（所在地）

本会の事務局（090-4325－0463、または090-1392-5405）は、福井市中央
1丁目９－２９ エコライフプラザ４Fに置く。
また同所は福井駅前よろず茶屋のサークル活動拠点としても利用する。

第３条（目的）

本会は、社会に広く関心を持つ中高年齢者が集い、楽しく学び語り合う
ことによって、心身ともに健康を保ち、明るい社会づくりに貢献しつつ、
会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第４条 (活動)

本会は次の活動を行うものとする。

１．月１回の定例会（原則として最終木曜日）

定例会では、政治、経済、文化、教育、科学技術、福祉、健康、世界の動
き、生き方など、幅広いテーマについて、外部講師あるいは会員の講演を
聞き教養を深める。また、会の行事予定表や、連絡事項などを受ける。
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２．サークル活動
（１）健康増進、趣味、教養講座等を楽しむ複数のサークルを

作り、会員は希望するサークルに参加する。各サークルは、
原則として月１回以上の活動を行うものとする。

（２）サークルの新設にあたっては、世話役が活動の主旨、実
施方法、費用などを運営委員会で説明し、承認を得なけれ
ばならない。

（３）世話役は原則として参加者名簿を作成・管理するととも
に、サークル活動を実施するごとに実施報告書を作成し事
務局に提出しなければならない。

（４）サークル活動において、活動に必要な費用が発生すると
きは、参加者から参加費を徴収することができるが、収支
の状況は参加者に明示しなければならない。

（５）サークルを解散するときは、その旨を世話役が運営委員
会で報告し、承認を得るものとする。

３．その他本会の目的を達成するために必要な催し（新年会、
旅行会など）を開催することができる。
その場合の会計は、特別会計とする。
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第５条 （入退会）
１．本会の目的に賛同する者であれば、年齢、性別、居住地

を問わず入会できる。
２．入会を希望するものは、所定の会員登録表に、住所、氏

名、電話番号、趣味・特技などを記入して事務局に提出
するものとする。

３．サークル活動のみに参加する場合でも、世話役を通して
事務局に本会への入会届を提出しなければならない。

４．会員は事務局に申し出ることにより退会することが出来
る。ただし、事務局に連絡がなくて１年以上定例会や
サークル活動に出席がない場合は、退会したものとする。

５．会員名簿（電子データ）は、事務局で適切に管理し、個
人情報の流出を防止する。会員の希望により配布する会
員名簿には、各会員が記載可とした項目のみを記載する
ものとする。

６．会員は、受け取った会員名簿を第三者に譲渡してはなら
ない。
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第６条 （役員）
１．本会には下記の役員と運営委員を置く。
役員

会 長 １名、副会長 １名、顧問・相談役 若干名、
事務局長、事務局次長 各1名（兼任可）
理 事 １５名程度

運営委員 １５名程度

２．本会の役員および運営委員の任命や退任は、本会の三役
（会長、副会長、顧問・相談役）が候補者を選び、運営委
員会にかけて承認を得るものとし、任期は２年とする。
ただし再任は妨げない。
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第７条（役員、運営委員の職務）
１. 会長は、本会を代表し、本会を統括するとともに、適宜

役員会及び運営委員会を招集する。
２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任

務を代行する。
３．事務局長は、本会の事務局を統括するほか、運営委員会

の議事進行、例会における会員への連絡などを行う。
４．事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故あると

きはその任務を代行する。
５．会計担当理事は、事務局員の援助を受けて本会の会計を

まとめる。
６．顧問・相談役は、本会の運営や役員等の選任などに助言

するものとする。
７．理事は、原則として会の諸活動の世話役または事務局を

担当する。
８．役員及び運営委員は、会長が招集する運営委員会に出席

し、会の運営、改善、行事の企画、サークルなどの提案、
審議を行う。
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第８条 （経費及び会費）
１．本会の経費は、参加費、寄付金、補助金をもって充てる。
２．本会では参加会費として、原則例会およびよろず茶屋で

行われるサークル活動の参加者から都度参加費１００円
を徴収する。参加費は、福井駅前よろず茶屋の家賃支払
い、新聞広告、備品、消耗品等の購入および、例会での
お茶代に充てる。

３．会費の変更が必要なときは、運営委員会で金額を審議決
定する。
サークル活動の参加者に対しては、別途活動に必要な費
用を徴収できる。
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第９条（その他）
１．本会では、政治、宗教等には中立とし、特定なものに偏らないこと
とする。
２．本会を営利目的に利用することは厳禁とする。
３．当会の目的に反する行為が認められた時は会員の資格を失うものと
する。

附則
（１） この会則の改訂記録は以下の通り。
平成２５年７月２５日、｢福井いきいき会 規約｣を作成し施行。
平成２６年６月２６日、｢福井いきいき会 規約｣を改訂し、｢福井いき
いき会会則｣として施行。
平成２９年２月１４日、前「福井いきいき会会則」を改訂し、新「福井
いきいき会会則」として施行。
（２）会則の改訂は、三役が起案し運営委員会にかけて審議決定するも
のとする。
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改定後の役員及び運営委員

３役

会長 福井 康人

副会長兼事務局長 吉岡 芳夫

相談役 濵田 芳雄

顧問 寺岡 弘文
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